
「住みたくなるまち 日本一」を目指して   

1．条例議案（制定） 3 件

2．条例議案（改正） 4 件

3．予算議案（補正） 2 件

4．その他（条例・予算外議案） 4 件

1．条例議案（制定） 3 件

提 案 理 由

施 行 日

所 管 部 課

提 案 理 由

施 行 日

所 管 部 課

提 案 理 由

施 行 日

所 管 部 課

2．条例議案（改正） 4 件

提 案 理 由

主 な 改 正
内 容

施 行 日

所 管 部 課

提 案 理 由

主 な 改 正
内 容

施 行 日

所 管 部 課

提 案 理 由

主 な 改 正
内 容

施 行 日

所 管 部 課

(1)保育所等の職員による虐待に関する通報義務等を創設することに伴い，所要の改正を行うも
の。

(2)母子保健法に基づく乳幼児健診が行われた場合，利用乳幼児に対する健康診断の全部又は一
部を行わないことができる場合を追加するもの。

公布の日

保健福祉部 子育て支援課

 ● 令和7年 第4回富谷市議会定例会 提出議案の概要

公布の日

保健福祉部 子育て支援課

議案第 1 号

手数料の徴収時期（申請時徴収）について，特例を設けるとともに，キャッシュレスサービス
導入に係る諸規定を定めるもの。

議案第 2 号 富谷市ユートミヤ条例の制定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第1項の規定に基づき，ユートミヤ（富谷市複合
図書館）の設置及び管理に関し，必要な事項を定めるもの。

令和8年4月1日

令和8年4月1日

教育部 図書館等複合施設開館準備室

教育部 図書館等複合施設開館準備室

議案第 3 号 富谷市民図書館条例の制定について

図書館法（昭和25年法律第118号）第10条の規定に基づき，富谷市民図書館の設置及び管理に関
し，必要な事項を定めるもの。

13 件

富谷市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和7年内閣府令第1号）の公布に伴い，条
例を制定するもの。

郵送請求に係る証明書の支払いにキャッシュレスサービスを導入するため，所要の改正を行う
もの。

議案第 4 号 富谷市手数料条例の一部改正について

公布の日

議案第 6 号 富谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

企画部　財政課

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号）の一部改正に
伴い，所要の改正を行うもの。

議案第 5 号 富谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第63号）の一部
改正に伴い，所要の改正を行うもの。

保育所等の職員による虐待に関する通報義務等を創設することに伴い，所要の改正を行うも
の。

公布の日

保健福祉部 子育て支援課
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提 案 理 由

主 な 改 正
内 容

施 行 日

所 管 部 課

3．予算議案（補正） 2 件

予 算 規 模

所 管 部 課

予 算 規 模

所 管 部 課

4．その他（条例・予算外議案） 4 件

提 案 理 由 等

所 管 部 課

提 案 理 由 等

所 管 部 課

提 案 理 由 等

所 管 部 課

提 案 理 由 等

所 管 部 課

議案第 13 号

総務部 総務課

保健福祉部 長寿福祉課

6,643千円を増額 補正後の額3,395,280千円

教育部 図書館等複合施設開館準備室

財産の取得について

ユートミヤ（富谷市複合図書館）の利用環境の充実を図ることを目的として，テーブルほか製
作家具等一式を取得するもの。
　取得価格　63,800,000円

議案第 12 号 宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第1項の規定により，組合役員及び議会議員に対し
て報酬を支給することに伴い，宮城県市町村職員退職手当組合規約を別紙のとおり変更するこ
とについて，同法290条の規約により議会の議決を求める。

　組合役員（市長村長）及び組合議員（市町村議員）への報酬について,新たな規定を設け　支
給するよう改めるもの。

土地の取得の変更について議案第 10 号

総合病院用地における契約の相手方の共有地権者に変更があったため。
　地権者数70人，3法人⇒69人，3法人

建設部 都市計画課

議案第 11 号

現行の総合計画の計画期間終了及び諸情勢の変化に伴い，第2次総合計画基本構想を新たに策定
するもの。
　計画期間：令和8年度～17年度（10年間）

議案第 9 号

富谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改
正について

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関
する基準（平成26年内閣府令第39号）等の一部改正に伴い，所要の改正を行うもの。

保育所等の職員による虐待に関する通報義務等を創設することに伴い，所要の改正を行うも
の。

公布の日

議案第 8 号

議案第 7 号

令和7年度富谷市一般会計補正予算（第6号）

638,907千円を増額 補正後の額22,617,506千円

企画部 財政課

令和7年度富谷市介護保険特別会計補正予算（第3号）

企画部 企画政策課

第2次富谷市総合計画基本構想の策定について

保健福祉部 子育て支援課
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